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○狭山市市民交流センター規則 

平成２４年７月１７日 

規則第４３号 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 狭山市市民センター（第２条―第１１条） 

第３章 狭山市総合子育て支援センター（第１２条―第２１条） 

第４章 雑則（第２２条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、狭山市市民交流センター条例（平成２３年条例第６号。以下「条

例」という。）第３８条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

第２章 狭山市市民センター 

（利用手続） 

第２条 条例第７条第１項の規定による利用又は変更の許可を受けようとする者は、

様式第１号の利用許可申請書又は様式第２号の利用変更許可申請書を市長に提出し

なければならない。 

２ 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる施設の利用に応じ、それぞれ当該各

号に掲げる期間内に行わなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認

めるときは、この限りでない。 

（１）コミュニティホール 利用を予定する日（以下「利用予定日」という。）の

属する月の６月前の月の初日から利用予定日まで 

（２）研修室、会議室、音楽スタジオ及び遊戯スペース 利用予定日の属する月の

２月前の月の初日から利用予定日まで。ただし、コミュニティホールと併用する

場合は、前号の規定によるものとする。 

３ 市長は、条例第７条第１項の規定による利用又は変更の許可をしたときは、様式

第３号の利用許可書又は様式第４号の利用変更許可書を交付するものとする。 

（使用料の納期） 

第３条 条例第１３条に規定する使用料は、前条第３項の利用許可書又は利用変更許
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可書の交付のときに納付しなければならない。 

（装置の種類） 

第４条 条例別表第１項に規定する舞台装置及び音響装置の内容は、別表第１のとお

りとする。 

（附属備品等の使用料） 

第５条 条例別表第７項に規定する附属備品等の使用料は、別表第２のとおりとする。 

（使用料の減免手続） 

第６条 条例第１５条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あ

らかじめ市長の承認を受けなければならない。 

（特別な設備等の承認） 

第７条 条例第７条第１項の規定による利用の許可を受けた者が、当該許可に係る施

設等に特別な設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用しようとするときは、

市長の承認を受けなければならない。 

（利用者の遵守事項） 

第８条 狭山市市民センター（以下「市民センター」という。）の利用者は、次に掲

げる事項を守らなければならない。 

（１）許可を受けた目的以外に施設等を利用しないこと。 

（２）許可又は承認を受けていない施設並びに設備及び物品を利用しないこと。 

（３）他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。 

（４）施設等を利用した後は、当該施設等を原状に復すこと。 

（５）許可を受けずに火気等を使用しないこと。 

（６）所定の場所以外において喫煙しないこと。 

（７）前各号に定めるもののほか、係員の指示に従うこと。 

（販売行為等の禁止） 

第９条 市民センターにおいて、物品の販売、飲食物の提供、募金その他これらに類

する行為を行ってはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、こ

の限りでない。 

（施設への立入り） 

第１０条 市長は、市民センターの維持管理のために、利用されている施設に関係職

員を立ち入らせることができる。 

（指定管理者による管理） 
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第１１条 条例第１７条第１項に規定する指定管理者（以下この条において「指定管

理者」という。）に市民センターの管理を行わせる場合における第２条、第３条、

第６条、第７条、第９条ただし書、第１０条及び様式第１号から様式第４号までの

規定の適用については、これらの規定（第３条及び様式第１号から様式第４号まで

の規定を除く。）中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第３条の見出し中「使

用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第１３条に規定する使用料」とあ

るのは「条例第１４条第１項に規定する利用料金（以下この章及び様式第１号から

様式第４号までの規定において「利用料金」という。）」と、第６条（見出しを含

む。）中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第１号から様式第４号までの

規定中「狭山市長」とあるのは「狭山市市民センター指定管理者」と、「使用料」

とあるのは「利用料金」とする。 

第３章 狭山市総合子育て支援センター 

（職務） 

第１２条 所長は、上司の命を受け、狭山市総合子育て支援センター（以下「子育て

支援センター」という。）の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 

２ その他必要な職員は、狭山市行政組織規則（平成７年規則第１８号）第７条第１

項の表に掲げる当該職員の職に応じ、同表に定める職務に従事する。 

（専決事項） 

第１３条 こども支援課長は、自己の専決権限の範囲内において、企画財政部長と協

議をし、市長の決裁を得て、所長をしてその掌理する事務を専決又は代決させるこ

とができる。 

２ 前項に規定するもののほか、子育て支援センターにおける事務の決裁については、

狭山市事務決裁規程（昭和５９年訓令第１３号）の例による。 

（一部改正〔令和４年規則８号〕） 

（利用手続） 

第１４条 子育て支援センターの一時預かり保育室（以下「一時預かり保育室」とい

う。）を利用しようとする者は、あらかじめ様式第５号の一時預かり保育室利用者

登録票により、登録するものとする。登録に係る事項を変更するときも、同様とす

る。 

２ 前項の規定による登録の有効期間は、登録をした日から当該登録をした日の属す

る年度の末日までとする。 
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３ 市長は、第１項の規定による登録をした者に対し、面接を行うものとする。 

４ 条例第２４条第１項の規定による利用の許可を受けようとする者は、様式第６号

の利用許可申請書を市長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しよう

とするときも、同様とする。 

５ 前項の規定による申請は、利用予定日が属する月の前月の初日（本市に住所を有

しない者は、利用予定日が属する月の前月の３日）から利用予定日までの間に行わ

なければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りで

ない。 

６ 一時預かり保育室の利用については、幼児（条例第１９条第６号に規定する幼児

をいう。以下同じ。）１名につき１日８時間を限度とする。ただし、市長が特別な

理由があると認めるときは、この限りでない。 

７ 市長は、幼児の健康状態及び利用条件を確認し、適当と認めるときは、条例第２

４条第１項の規定による利用の許可をするものとする。 

８ 市長は、条例第２４条第１項の規定による利用又は変更の許可をしたときは、様

式第７号の利用（変更）許可書を交付するものとする。 

（一部改正〔平成２７年規則４１号・２９年２４号・令和４年５号〕） 

（利用定員） 

第１５条 一時預かり保育室の利用定員は、１０名以内とする。 

（使用料の納期） 

第１６条 条例第３０条に規定する使用料は、第１４条第８項の利用（変更）許可書

の交付のときに納付しなければならない。 

（使用料の減免手続） 

第１７条 条例第３２条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、

あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

（利用の制限） 

第１８条 市長は、一時預かり保育室の利用の公平を図るため必要と認めるときは、

同一利用者の利用回数を制限することができる。 

２ 市長は、条例第２７条第１項の規定による利用の停止又は許可の取消しの処分を

行うほか、条例又はこの規則に違反した者の違反後の利用を制限することができる。 

（追加〔令和４年規則５号〕） 

（利用者の遵守事項） 
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第１９条 子育て支援センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

（１）他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。 

（２）施設等を利用した後は、当該施設等を原状に復すこと。 

（３）火気等を使用しないこと。 

（４）施設において喫煙しないこと。 

（５）前各号に定めるもののほか、係員の指示に従うこと。 

（一部改正〔令和４年規則５号〕） 

（販売行為等の禁止） 

第２０条 子育て支援センターにおいて、物品の販売、飲食物の提供、募金その他こ

れらに類する行為を行ってはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたと

きは、この限りでない。 

（一部改正〔令和４年規則５号〕） 

（指定管理者による管理） 

第２１条 条例第３４条第１項に規定する指定管理者（以下この条において「指定管

理者」という。）に子育て支援センターの管理を行わせる場合における第１４条第

３項、第４項、第５項ただし書、第６項ただし書、第７項及び第８項、第１６条、

第１７条並びに様式第６号及び様式第７号の規定の適用については、これらの規定

（第１６条、様式第６号及び様式第７号の規定を除く。）中「市長」とあるのは「指

定管理者」と、第１６条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中

「第３０条に規定する使用料」とあるのは「第３１条第１項に規定する利用料金（以

下この章、様式第６号及び様式第７号において「利用料金」という。）」と、第１

７条（見出しを含む。）中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第６号及び

様式第７号中「狭山市長」とあるのは「狭山市総合子育て支援センター指定管理者」

と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。 

（一部改正〔平成２７年規則４１号・令和４年５号〕） 

第４章 雑則 

（補則） 

第２２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

（一部改正〔令和４年規則５号〕） 

附 則 

この規則は、平成２４年７月１８日から施行する。ただし、第１１条（第３条の見
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出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第１３条に規定する使用

料」とあるのは「条例第１４条第１項に規定する利用料金（以下この章及び様式第１

号から様式第４号までの規定において「利用料金」という。）」と、第６条（見出し

を含む。）中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指

定管理者」と、様式第１号から様式第４号までの規定中「使用料」とあるのは「利用

料金」と読み替える部分に限る。）及び第２０条（第１６条の見出し中「使用料」と

あるのは「利用料金」と、同条中「第３０条に規定する使用料」とあるのは「第３１

条第１項に規定する利用料金（以下この章、様式第６号及び様式第７号において「利

用料金」という。）」と、第１７条（見出しを含む。）中「使用料」とあるのは「利

用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第６号及び様式第７

号中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替える部分に限る。）の規定は、平

成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年９月３０日規則第４１号） 

１ この規則は、平成２７年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の第１４条第６項及び第２０条の規定は、平成２７年１１月１日以後の施

設の利用について適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。 

附 則（平成２９年３月３０日規則第２４号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年２月２５日規則第５号） 

１ この規則は、令和４年３月１日から施行する。 

２ 改正後の第１４条第５項の規定は、令和４年４月１日以後の施設の利用について

適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。 

附 則（令和４年３月２２日規則第８号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

装置の名称 内容 

舞台装置 電動スクリーン ホリゾント幕 美術バトン スポットライト 

音響装置 音響機器（コンパクトミキサー ビデオデッキ アンプなど）

一式 マイクロホン ワイヤレスマイク スピーカー 
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別表第２（第５条関係） 

施設の名称 附属備品等の名称 使用単位 １利用区分の使用

料 

コミュニティホー

ル 

ピアノ（調律料を除く。） １台 ２，０００円 

簡易ステージ １台 ２００円 

演台 花台 司会台 １式 ５００円 

大型可動展示パネル １枚 １００円 

プロジェクター １台 ５００円 

金びょうぶ １双 １，０００円 

持込み電気器具用電源（１

台） 

１キロワッ

ト 

１００円 

研修室 会議室 演台 １台 １００円 

プロジェクター １台 ２００円 

会議用マイクセット １式 ２００円 

持込み電気器具用電源（１

台） 

１キロワッ

ト 

５０円 

音楽スタジオ ギターアンプ １台 ２００円 

ベースアンプ １台 ２００円 

スピーカーセット １式 ５００円 

キーボード １台 ２００円 

ドラムセット １式 ５００円 

マイク（スタンド付） １本 １００円 

持込み電気器具用電源（１

台） 

１キロワッ

ト 

５０円 

備考 

１ コミュニティホールにおける１利用区分とは、条例別表第１項に定める午前、

午後又は夜間それぞれの利用区分をいう。 

２ 研修室、会議室及び音楽スタジオにおける１利用区分とは、条例別表第２項
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に定めるそれぞれの利用区分をいう。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第２条関係） 

様式第３号（第２条関係） 

様式第４号（第２条関係） 

様式第５号（第１４条関係） 

様式第６号（第１４条関係） 

様式第７号（第１４条関係） 

 


